
理由

狭山都市計画道路の変更（埼玉県決定）

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

１．都市計画道路中３・４・３号入間柏原線を次のように変更する。

　本路線の周辺では、一般国道２９９号飯能狭山バイパスなどが整備されたことにより、
道路利用状況に変化が生じ、交通流がバイパスへと転換されました。
　このため、変更対象区間における広域的なネットワークとしての機能はバイパスが担っ
ており、機能の代替性が確保されていることから、本路線の一部区間の廃止を行うもので
す。
　併せて、車線の数を決定するものです。
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